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マスク着用は、認められたけど肝心のマスクが個人ではマスク着用は、認められたけど肝心のマスクが個人では

用意できない状態が続いています！！用意できない状態が続いています！！

会社は、マスクは個人で用意するように言っていますが会社は、マスクは個人で用意するように言っていますが

業務で必要なマスクは、会社が責任を持って配布すべきで業務で必要なマスクは、会社が責任を持って配布すべきで

す。す。

ユニオン幹部の皆さん！！是ユニオン幹部の皆さん！！是
非、会社にマスクを配布していた非、会社にマスクを配布していた
だくようお願いいたします。だくようお願いいたします。

ＪＲ西日本では、駅係員や乗務員に対して、一人１０枚をＪＲ西日本では、駅係員や乗務員に対して、一人１０枚を

配布し、無くなれば、また１０枚配布しています。また、東海配布し、無くなれば、また１０枚配布しています。また、東海

の関連会社であるサービック会社では、当直カウンターにの関連会社であるサービック会社では、当直カウンターに

マスクが箱ごと置かれていて、自由に受け取ることが出来マスクが箱ごと置かれていて、自由に受け取ることが出来

ます。会社は、もっと危機感を持ち社員の健康管理をやるます。会社は、もっと危機感を持ち社員の健康管理をやる

べきです！！べきです！！

会社は、マスクを自由に受け取ることが出来会社は、マスクを自由に受け取ることが出来

るように、当直カウンターに準備すべきです！！るように、当直カウンターに準備すべきです！！


